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山形県告示第450号

　次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定する救急病院である。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第451号

　予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１項の規定により予防接種法（昭和23年法律第68号）第３条

及び第６条の規定による予防接種を行う医師及び予防接種を行う主たる場所は、次のとおりである。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

 

認　定　期　間所　　　　　　 在 　　　　　　地名　　　　　　　　　　称

平成16年４月28日から

平成19年４月27日まで
山形市大字青柳1800番地山 形 県 立 中 央 病 院

個　別　接　種　を　行　う　主　た　る　場　所
医　　　師　　　氏　　　名

所　　　在　　　地医　療　機　関　名

天童市大字荒谷1973番地の884
医療法人社団悠愛会クリニック

あこがれ　　　　　　　　　　
大 島 裕 紀

天童市大字荒谷1973番地の884
医療法人社団悠愛会クリニック

あこがれ　　　　　　　　　　
大 島 扶 美

天童市大字荒谷1973番地の884
医療法人社団悠愛会クリニック

あこがれ　　　　　　　　　　
佐 藤 廣 治

真室川町大字新町469番１号町 立 真 室 川 病 院武 居　 功

新庄市大字福田806番地新 庄 明 和 病 院竹 田　 聡
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山形県告示第452号

　次の医師は、予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１項の規定による予防接種の実施に関し協力す

る医師でなくなった。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第453号

　予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１項の規定により予防接種を行う医師について、次のとおり

予防接種を行う主たる場所（氏名）の変更があった。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新庄市大字福田806番地新 庄 明 和 病 院小 林 良 太

新庄市若葉町12番55号県 立 新 庄 病 院片 桐 祐 司

新庄市大字鳥越字駒場4623番地新 庄 徳 洲 会 病 院村 越 義 樹

新庄市大字鳥越字駒場4623番地新 庄 徳 洲 会 病 院田 中　 徹

新庄市大字鳥越字駒場4623番地新 庄 徳 洲 会 病 院正 木　 豪

米沢市春日二丁目６番51号前 田 整 形 外 科 ク リ ニ ッ ク前 田 慎 吾

米沢市相生町６番36号米 沢 市 立 病 院安 島 雄 二

米沢市相生町６番36号米 沢 市 立 病 院木 田 雅 文

松山町字西田８番地の１松 山 診 療 所髙 橋　 徹

予　防　接　種　を　行　う　主　た　る　場　所
医　　　師　　　氏　　　名

所　　　在　　　地医　療　機　関　名

朝日町大字宮宿1191番地の１安 達 医 院安 達 淳 壽

朝日町大字宮宿843番地朝 日 町 立 病 院井 上　 隆

朝日町大字宮宿843番地朝 日 町 立 病 院髙 橋　 徹

真室川町大字新町469番１号町 立 真 室 川 病 院高 野 満 夫

変　更　年　月　日

予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所

医　　師　　氏　　名

変　　　更　　　後変　　　更　　　前

平成15. 8. 5
朝日町大字宮宿1111番

地の１

朝日町大字宮宿1191番

地の１
安 達 善 裕
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山形県告示第454号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定した。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第455号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり廃止した旨の

届出があった。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第456号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり変更した旨

の届出があった。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第457号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり廃止した旨の

届出があった。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成16. 1.30

居宅介護支援事業所訪問看護ステーション小白

川

山形市小白川町二丁目３番31号

社団法人山形県看護協会

山形市松栄一丁目５番45号

平成16. 3.18
あいケアプランセンター

山形市七日町三丁目１番９号

特定非営利活動法人あい在宅福祉サービス

山形市七日町三丁目１番９号

廃止年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成16. 2. 1
医療法人社団松柏会至誠堂総合病院

山形市桜町７番44号

医療法人社団松柏会

山形市桜町４番10号

変更年月日

事業所の名称及び所在地
指定居宅介護支援事業者の

名称及び所在地　　　　　
変　　　更　　　後変　　　更　　　前

平成15.12. 1

至誠堂介護相談センター
医療法人社団松柏会桜町わ

かばクリニック
医療法人社団松柏会

山形市桜町７番44号 山形市桜町７番44号山形市桜町４番10号

廃止年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成16. 2. 1訪 問 入 浴 介 護

株式会社コムスン天童ケアセンター

天童市東本町一丁目２番18号

株式会社コムスン

東京都港区六本木六丁目10番

１号
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山形県告示第458号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり廃止した旨の

届出があった。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第459号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第460号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり廃止した旨の

届出があった。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第461号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり変更した旨

の届出があった。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

廃止年月日事業所の名称及び所在地指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

平成16. 3.10
けいあいセンター

長井市本町二丁目13番14－１号

株式会社恵愛センター

長井市本町二丁目13番14－１号

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成16． 4. 1短期入所生活介護
短期入所生活介護事業所ドミール南陽

南陽市椚塚940番地

医療法人社団公徳会

南陽市椚塚948番地の１

廃止年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成16. 3.10訪 問 介 護

けいあいセンター

長井市本町二丁目13番14－１号

株式会社恵愛センター

長井市本町二丁目13番14－１

号

変更年月日

事業所の名称及び所在地
指定居宅介護支援事業者の

名称及び所在地　　　　　
変　　　更　　　後変　　　更　　　前

平成16. 4. 1

公徳会居宅介護支援事業所医療法人社団公徳会

南陽市椚塚948番地の１ 南陽市椚塚1180番地の１南陽市椚塚942番地
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山形県告示第462号

　民法（明治29年法律第89号）第34条の規定により、社団法人の設立を次のとおり許可した。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第463号

　山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程（昭和48年６月県告示第796号）の一部を次のように改正する。

　第４条の表を次のように改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第４条の規定は、平成16年３月18日から適用する。

２　平成16年３月18日前に貸し付けられた農業総合振興資金に係る利子補給補助金の額については、改正後の第４

条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

許可年月日主たる事務所の所在地法　人　の　名　称

平成16年３月18日山形市松栄一丁目３番８号社団法人山形県情報産業協会

漁業近代化資金助成法

（昭和44年法律第52号）

第２条第２項第１号及び

第５号に掲げる融資機関

農業近代化資金助成法第

２条第２項第２号及び第

５号に掲げる融資機関

　

農業近代化資金助成法

（昭和36年法律第202号）

第２条第２項第１号に掲

げる融資機関

融　資　機　関

借　受　者

原 資 の 種 類

その他の

もの　　

漁業近代化
資金助成法
第２条第１
項第１号か
ら第５号ま
でに掲げる
者

その他の

もの　　

農業近代化

資金助成法

第２条第１

項第１号に

掲げる者

その他の

もの　　

農業近代化

資金助成法

第２条第１

項第１号に

掲げる者

－－
年0.10

パーセント

年0.10

パーセント

年0.10

パーセント

年0.10

パーセント

１　農業近代化規程第２条

の表（第６号を除く。）に

掲げる資金

－－
年0.10

パーセント

年0.10

パーセント

年0.10

パーセント

年0.10

パーセント

２　農業近代化規程第２条

の表第６号に掲げる資金

年0.10

パーセント

年0.10

パーセント
－－－－

３　漁業近代化規程第２条

の表（第２号を除く。）に

掲げる資金

年0.10

パーセント

年0.10

パーセント
－－－－

４　漁業近代化規程第２条

の表第２号に掲げる資金

年1.35

パーセント

年1.35

パーセント

年0.50

パーセント

年1.35

パーセント

年1.35

パーセント

年1.35

パーセント

５　知事が特に必要と認め

る資金
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山形県告示第464号

　山形県園芸銘柄産地育成推進資金利子補給補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県園芸銘柄産地育成推進資金利子補給補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県園芸銘柄産地育成推進資金利子補給補助金交付規程（平成４年６月県告示第729号）の一部を次のように

改正する。

　第２条第２項第１号イ中「年0.30パーセント」を「年0.35パーセント」に改め、同号ロ中「年0.10パーセント」

を「年0.15パーセント」に改め、同項第２号イ中「年0.30パーセント」を「年0.35パーセント」に改め、同号ロ中

「年2.65パーセント」を「年2.85パーセント」に、「年0.10パーセント」を「年0.15パーセント」に改める。

　第４条の表中「―」を「年0.10パーセント」に、「年1.25パーセント」を「年1.35パーセント」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条及び第４条の規定は、平成16年３月18日から適用する。

２　平成16年３月18日前に貸し付けられた園芸銘柄産地育成推進資金に係る利子補給補助金の額については、改正

後の第４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第465号

　山形県漁業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県漁業近代化資金利子補給金交付規程の一部を改正する規程

　山形県漁業近代化資金利子補給金交付規程（昭和44年９月県告示第967号）の一部を次のように改正する。

　第２条の表中「年1.15パーセント」を「年1.25パーセント」に、「0.95パーセント」を「1.05パーセント」に改め

る。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成16年３月18日から適用する。

２　平成16年３月18日前に利子補給の承諾が行われた漁業近代化資金に係る利子補給率については、改正後の第２

条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第466号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　保安林予定森林の所在場所

　　飽海郡遊佐町大字当山字下当山５－20

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　 　立木の伐採の方法

　　イ　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　ロ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木が所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

　　ハ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　 　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（｢次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産部森林課及び遊佐町役場に備え置いて縦覧に供する｡）
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山形県告示第467号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から、次のとおり基本測量

を実施する旨の通知があった。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　基本測量を実施する地域

　　県内全域

２　基本測量を実施する期間

　　平成16年４月15日から平成17年３月25日まで

３　作業の種類

　　基本測量（1：25,000地形図修正測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第468号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定したので、関係図書の写しを

次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　余目都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定した土地の区域

　昭和22年内務省告示第370号（都市計画区域の指定）及び昭和42年建設省告示第4647号（都市計画区域の変更）

で決定した区域

３　縦覧の場所

　　土木部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第469号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定したので、関係図書の写しを

次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　藤島都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定した土地の区域

　昭和49年７月県告示第1076号（都市計画区域の指定）で決定した区域

３　縦覧の場所

　　土木部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第470号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定したので、関係図書の写しを

次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　櫛引都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定した土地の区域

　昭和62年５月県告示第637号（都市計画区域の指定）及び平成４年10月県告示第1238号（都市計画区域の変更）

で決定した区域

３　縦覧の場所

　　土木部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課
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山形県告示第471号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定したので、関係図書の写しを

次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　三川都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定した土地の区域

　昭和44年建設省告示第624号（都市計画区域の指定）及び平成元年４月県告示第522号（都市計画区域の変更）

で決定した区域

３　縦覧の場所

　　土木部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第472号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定したので、関係図書の写しを

次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　遊佐都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定した土地の区域

　昭和25年建設省告示第374号（都市計画区域の指定）及び昭和43年建設省告示第2959号（都市計画区域の変更）

で決定した区域

３　縦覧の場所

　　土木部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第473号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定したので、関係図書の写しを

次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　八幡都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定した土地の区域

　昭和35年建設省告示第2709号（都市計画区域の指定）及び昭和43年建設省告示第2012号（都市計画区域の変更）

で決定した区域

３　縦覧の場所

　　土木部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第474号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成16年４月９日から同年４月22日まで縦覧に供す

る。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　天童大江線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長
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山形県告示第475号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成16年４月９日から同年４月22日まで縦覧に供す

る。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　天童大江線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第476号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成16年４月９日から同年４月22日まで縦覧に供す

る。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　鶴岡村上線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第477号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成16年４月９日から同年４月22日まで縦覧に供す

る。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

297
46.0～

22.0
旧

天童市大字蔵増字長沼3026番２から

同　　　　　　　　　北4404番６まで

同　上
39.0～

16.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

318
22.0～

22.0
旧

天童市老野森三丁目30番から

同　　交り江一丁目６番15まで

同　上
16.0～

10.0
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

2,192
43.4～

 4.3
旧

東田川郡朝日村大字荒沢字岩屋平45番13から

同　　　　　　　　　　字笹根山43番まで

同　上
43.4～

 4.3新

同　　　　　　　　　　　　　　　　上

2,109
126.0 ～

10.0
同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートル

メートルメートル

メートルメートル
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１　路　　線　　名　　東沼長沼余目線

２　供用開始の区間　　東田川郡三川町大字青山字外川原232番から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　大字横山字不動野60番７まで

３　供用開始の期日　　平成16年４月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第478号

　山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部を改正する規程

　山形県指定金融機関等県公金取扱規程（昭和39年８月県告示第703号）の一部を次のように改正する。

　　　　　　「

　別表第５中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　〃　　〃　
　〃　末広町８

番28号

　 〃 　鶴岡駅前

　　　　支　　店

　〃　　〃　
　〃　青柳町42

番14号

　 〃 　

　　　鶴岡西支店

　〃　　〃　
　〃　末広町８

番28号

　 〃 　鶴岡駅前

　　　　支　　店

　〃　寒河江中央

　　　支　　店

寒河江市中央一

丁目14番９号

　 〃 　

　　　寒河江支店

　〃　　〃　

　〃　大字島字

島東283番地の

１

　 〃 　

　　寒河江南支店

　〃　寒河江中央

　　　支　　店

寒河江市中央一

丁目14番９号

　 〃 　

　　　寒河江支店

　〃　　〃　
　〃　駅前二丁

目１番38号

　 〃 　米沢駅前

　　　　支　　店

　〃　　〃　
　〃　西大通り

一丁目４番17号

　 〃 　

　　　米沢西支店

　〃　　〃　
　〃　駅前二丁

目１番38号

　 〃 　米沢駅前

　　　　支　　店

　〃　　〃　

西田川郡温海町

大字鼠ヶ関乙41

番地の６

　 〃 　念珠関支所
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

  選挙管理委員会関係  

告　　示

山形県選挙管理委員会告示第33号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、政治団体から次のとおり政治団体の設立の

届出があった。

　　平成16年４月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　　　 

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　その他の団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第34号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、政治団体から次のとおり届出事項の異動の

届出があった。

　　平成16年４月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　〃　　〃　

西田川郡温海町

大字鼠ヶ関乙41

番地の６

　 〃 　念珠関支所

株式会社　　　　

荘内銀行
本店営業部

鶴岡市青柳町42

番14号

株式会社殖産銀行

　　　鶴岡支店鶴

　　　岡西出張所

県公金の

収納事務

（口座振

替による

ものに限

る。）　　

株式会社 寒河江中央

山形銀行 支　　　店

寒河江市大字島

字島東283番地

の１

　　　　寒河江支店

　 〃 　寒河江南

　　　　出 張 所

　 〃 　米沢支店
米沢市西大通一

丁目４番17号

　　　　米沢支店

　 〃 　米沢西出

　　　　張　　所

届出年月日主たる事務所の所在地
会 計 責 任 者
の 氏 名

代表者の氏名政治団体の名称

平成
16. 3. 8

長井市栄町５－30　２Ｆ高　橋　勇喜知齋 藤 裕 之長 井 洋 山 会

同
3.11

東置賜郡川西町大字下奥田1379寒河江　陽　一髙　橋　喜三男髙 橋 輝 行 後 援 会

同
3.22

天童市桜町２－20　天童市東村
山郡医師会事務所内

笠 原 敬 良三 條 忠 夫
西島英利天童市東村山郡
医師会後援会　　　　　
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　政　党

　その他の団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第35号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次のとおり政治団体でなくなった旨の届出

があった。

　　平成16年４月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　　　 

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

 

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成     

16. 2.16

太 田 俊 男横 山 賢 二代 表 者
日本共産党村山地区委

員会
石　 川　 亜 希 子佐 竹 直 一会 計 責 任 者

同     

3.23
五 十 嵐　 謙　 一小 島 卓 二会 計 責 任 者自由民主党米沢市支部

届出年月日

内　　　　　　　　　　　　容

異　動　事　項政 治 団 体 の 名 称

旧新

平成

16. 3. 8
佐 藤 一 男阿 部 桂 司会 計 責 任 者

山形県民社協会新庄支

部

同     

3.10
橋 本 作 助松 野 久 八代 表 者県政と西置賜を結ぶ会

同     

3.10
志 田 征 夫渡 部　 武代 表 者元気な山形をつくる会

同     

3.16
直 島 嘉 一直 島 義 友代 表 者なおしま義友後援会

同     

3.22
天童市久野本４－16－
７　

天童市桜町２－20主たる事務所の所在地
天童市東村山郡医師連

盟　

同

3.22

佐 原 一 郎山 口 正 光代 表 者

鈴 木 誠 後 援 会

二 瓶 秀 基鈴 木　 孝会 計 責 任 者

同 

3.23

原田しゅんじ21世紀を

ひらく会　　　　　　

川西町の21世紀をひら

く会　　　　　　　　
政 治 団 体 の 名 称

川西町の21世紀をひら

く会　　　　　　　　

高　 橋　 太 一 郎黒 澤　 真代 表 者

柴 倉　 忠斉 藤 幸 夫会 計 責 任 者

川西町大字莅526川西町大字上小松1078主たる事務所の所在地

同     

3.23
細 谷 昭 平茨 木 光 子会 計 責 任 者いばらき久弥後援会
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　その他の政治団体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第36号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成12年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成16年４月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

政治団体でなくなった年月日政治団体でなくなった理由政 治 団 体 の 名 称

平成14. 3.13解　　　　散八鍬信利後援会

平成15.12.25解　　　　散天童市地域振興議員連盟

平成15.12.31解　　　　散松野久八後援会

平成15.12.31解　　　　散黄木サダ後援会

平成15.12.31解　　　　散竹田重栄後援会

平成15.12.31解　　　　散内藤政利後援会

平成15.12.31解　　　　散県政と西置賜を結ぶ会

平成16. 1.30解　　　　散清水会

平成16. 1.31解　　　　散小野寺のぶや後援会

平成16. 2. 1解　　　　散奥山静枝後援会

平成16. 2. 1解　　　　散渡部健二後援会

平成16. 2. 2解　　　　散
松野久八・平弘造置賜農業協同組合理事を県政

に送る会

平成16. 2.23解　　　　散ごとう誠一後援会

平成16. 2.29解　　　　散高橋幸翁後援会

平成16. 3. 1解　　　　散下山ひろし後援会

平成16. 3.17解　　　　散岡友会

平成16. 3.23解　　　　散鈴木一男後援会
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山形県選挙管理委員会告示第37号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成13年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成16年４月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

（その他の政治団体）単位：円

ごとう誠一後援

会
政 治 団 体 の 名 称

16. 3.24報告年月日

0収入総額

0　　前年繰越額

0　　本年収入額

0支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0　政治活動費

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無
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山形県選挙管理委員会告示第38号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成14年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成16年４月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

（その他の政治団体）　　単位：円

ごとう誠一後援

会

八鍬信利後援会
政 治 団 体 の 名 称

16. 3.2414. 3.13報告年月日

0113,125収入総額

0112,899　　前年繰越額

0226　　本年収入額

00支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

00　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

226　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

00　政治活動費

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昇政会

〇資金管理団体の指定の状況

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

（その他の政治団体） 　 単位：円（資金管理団体）

田岡のぼる後援

会

ごとう誠一後援

会

昇政会
政 治 団 体 の 名 称

16. 3.2616. 3.2416. 3.26報告年月日

528,4880155,146収入総額

9,7750155,146　　前年繰越額

518,71300　　本年収入額

000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

518,713　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無

田　岡　　　晃 酒田市議会議員
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田岡のぼる後援会

〇事業収入の内訳

　政治団体の名称　　　　　　　　　　　　　事業の種類　　　　　　　　　　　金　　　額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第39号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により提出のあった平成15年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成16年４月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

田岡のぼる後援会 後援会総会 518,713円
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（その他の政治団体）単位：円（資金管理団体）

松野久八・平弘
造置賜農業共済
組合理事を県政
に送る会

鈴木一男後援会

事務所

高橋幸翁後援会
政 治 団 体 の 名 称

16. 2. 616. 3.2316. 3.17報告年月日

180,00001,647,751収入総額

180,00001,647,751　　前年繰越額

000　　本年収入額

131,1620894,600支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

1,1200894,600　経常経費

1,120894,600

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

130,04200　政治活動費

30,042

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

100,000

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　 　単位：円（その他の政治団体）

奥山静枝後援会清水会小野寺のぶや後

援会
政 治 団 体 の 名 称

16. 2.2716. 3.1816. 2.24報告年月日

290,131014,000収入総額

140,13100　　前年繰越額

150,000014,000　　本年収入額

240,41800支出総額

本年収入の内訳

14,000

28

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

150,00000　寄附（内訳別掲）

150,000　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

44,48800　経常経費

14,488

30,000

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

195,93000　政治活動費

111,930

84,00000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

84,000

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髙橋幸翁後援会

〇資金管理団体の指定の状況

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

 

　　 　単位：円（その他の政治団体）

ごとう誠一後援

会

岡友会渡部健二後援会
政 治 団 体 の 名 称

16. 3.2416. 3.1716. 3.10報告年月日

01,01464収入総額

01,01464　　前年繰越額

000　　本年収入額

0064支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0064　経常経費

64

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無

高　橋　幸　翁 米沢市長
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木一男後援会事務所

〇資金管理団体の指定の状況

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥山静枝後援会

〇寄附の内訳

　（個人分）

　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　　　　　　　　住所・所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第40号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成15年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成16年４月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

鈴　木　一　男 寒河江市議会議員

奥　山　静　枝 150,000円 新庄市
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　　 　単位：円（資金管理団体）

竹田重栄後援会黄木サダ後援会松野久八後援会
政 治 団 体 の 名 称

16. 3.2416. 3.1616. 3.10報告年月日

390,73600収入総額

277,73600　　前年繰越額

113,00000　　本年収入額

151,31900支出総額

本年収入の内訳

113,000

59

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

151,31900　経常経費

36,000

19,811

95,508

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　　 単位：円（その他の政治団体）

下山ひろし後援

会

天童市地域振興

議員連盟

県政と西置賜を

結ぶ会
政 治 団 体 の 名 称

16. 3.1916. 3.1816. 3.10報告年月日

27,20000収入総額

27,19900　　前年繰越額

100　　本年収入額

27,20000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

1　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

27,20000　政治活動費

27,200

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松野久八後援会

〇資金管理団体の指定の状況

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

（その他の政治団体）単位：円

内藤政利後援会
政 治 団 体 の 名 称

16. 3.24報告年月日

14,000収入総額

14,000　　前年繰越額

0　　本年収入額

14,000支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

0　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

14,000　政治活動費

14,000

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無資産等の有無

松　野　久　八 山形県議会議員
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黄木サダ後援会

〇資金管理団体の指定の状況

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹田重栄後援会

〇資金管理団体の指定の状況

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第41号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により提出のあった平成16年分の収支報告書の要旨

を、同法第20条第１項の規定により以下のとおり告示する。

　　平成16年４月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　 

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

黄　木　サ　ダ 米沢市議会議員

竹　田　重　栄 山形県議会議員
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（その他の政治団体）　　 単位：円（資金管理団体）

小野寺のぶや後

援会

松野久八・平弘
造置賜農業共済
組合理事を県政
に送る会

鈴木一男後援会

事務所
政 治 団 体 の 名 称

16. 2.2516. 2.1216. 3.23報告年月日

048,8380収入総額

048,8380　　前年繰越額

000　　本年収入額

048,8380支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

048,8380　政治活動費

0

48,838

00

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無
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　　 　単位：円（その他の政治団体）

岡友会渡部健二後援会奥山静枝後援会
政 治 団 体 の 名 称

16. 3.1716. 3.1016. 2.27報告年月日

1,014062,370収入総額

1,014049,713　　前年繰越額

0012,657　　本年収入額

0062,370支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

0012,657　寄附（内訳別掲）

12,657　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

000　経常経費

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

0062,370　政治活動費

00

62,370

0

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無



503

山　　形　　県　　公　　報 第1532号平成16年４月９日（金曜日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木一男後援会事務所

〇資金管理団体の指定の状況

　資金管理団体の届出をした者の氏名　　　　　　資金管理団体の届出に係る公職の種類

　　 　単位：円（その他の政治団体）

ごとう誠一後援

会

清水会高橋幸翁後援会
政 治 団 体 の 名 称

16. 3.2416. 3.1816. 3.17報告年月日

00753,151収入総額

00753,151　　前年繰越額

000　　本年収入額

00753,151支出総額

本年収入の内訳

　個人の党費・会費　金額

　　　　　　　　　　員数（人）

000　寄附（内訳別掲）

　　個人分

　　（うち特定寄附）

　　団体分

　　政治団体分

　　（寄附のうちあっせんに係るもの）

　政党匿名寄附

　事業収入（内訳別掲）

　交付金収入

　借入金（内訳別掲）

　その他の収入（内訳別掲）

　　１件10万円未満のもの

支出の内訳

00753,151　経常経費

753,151

　　人件費

　　光熱水費

　　備品・消耗品費

　　事務所費

000　政治活動費

000

　　組織活動費

　　選挙関係費

　　事業費

　　　機関紙誌発行事業費

　　　宣伝事業費

　　　パーティー事業費

　　　その他の事業費

　　調査研究費

　　寄附・交付金

　　その他の経費

無無無資産等の有無

鈴　木　一　男 寒河江市議会議員
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥山静枝後援会

〇寄附の内訳

　（個人分）

　寄附者の氏名・名称　　　　　　　　　　　　金　　　額　　　　　　　　　　住所・所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第42号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、公職の候補者から次のとおり届出事項の異

動の届出があった。

　　平成16年４月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会　　　　　　　 

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第43号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により資金管理団体でなくなった旨の届出があっ

た。

　　平成16年４月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県選挙管理委員会告示第44号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、公職の候補者から次のとおり資金管理団

体の指定を取り消した旨の届出があった。

　　平成16年４月９日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　　　

委 員 長　　安　　　部　　　　　　　敏

奥　山　静　枝 12,657円 新庄市

内　　　　　　　　　　　容

異 動 事 項公 職 の 種 類
届出をした者の
氏名

旧新

尾花沢市長尾花沢市議公職の種類尾花沢市議星 野　 剛

届 出 年 月 日主たる事務所の所在地資金管理団体の名称公職の種類代表者の氏名

平成15.12.31米沢市西大通１－１－37黄木サダ後援会米沢市議黄 木 サ ダ

同高畠町大字石岡475竹田重栄後援会県議竹 田 重 栄

　　指 定 取 消 年 月 日　　　　資 金 管 理 団 体 の 名 称　　公職の候補者の氏名

平成15.12.31松野久八後援会松 野 久 八

平成16. 3.23鈴木一男後援会事務所鈴 木 一 男

平成16. 2.29高橋幸翁後援会高 橋 幸 翁
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  内水面漁場管理委員会関係  

指　　　　　示

山形県内水面漁場管理委員会指示第１号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項及び第130条第４項の規定により、平成16年度の内水面漁業協同組

合別水産動物の増殖数量について、次のとおり指示する。

　　平成16年４月９日

山形県内水面漁場管理委員会　　　　　　　　

　会　　長　　　設　　　楽　　　作　　　巳
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平　成　16　年　度　増　殖　数　量　指　示

産　　　　卵　　　　場　　　　造　　　　成　　　　等人 工 ふ 化 放 流移　　　　　　　　　　　　殖　　　　　　　　　　　　放　　　　　　　　　　　　流増殖方法

そ　　　の　　　他
や つ め

う な ぎ
か じ か

う ぐ い

（はや）
あ ゆわかさぎい わ な

や つ め

う な ぎ
ひめます

も く ず

が に
い わ なに じ ま す

さくらます

（やまめ）
か じ かう な ぎふ なこ い

う ぐ い

（はや）
あ ゆ

魚 種 名

免 許 番 号漁 協 名

22,000700稚魚　24,000
成魚　 3,000

50150内共第１号両 羽

いわな２176005稚魚　 5,000
成魚　 5,600成魚　 3,300成魚　 1,5003012020030300内共第２号県 南

86稚魚　25,000稚魚　 5,000稚魚　25,00020200400700内共第３号西 置 賜

こい１1200稚魚　36,000稚魚　 1,500稚魚　32,0004.0102040501,300内共第４号
最 上 川

第 一
1010内共第５号

こい１1200稚魚　36,000稚魚　 1,500稚魚　32,0004.0103050501,300計

5251001,000成魚　 7,000稚魚　35,000
成魚　10,000稚魚　35,0005002,6002,500内共第６号

最 上 川

第 二

150200内共第７号

150200内共第８号

1,000内共第９号

5251001,0001,000成魚　 7,000稚魚　35,000
成魚　10,000稚魚　35,0008003,0002,500計

673,0001,500稚魚　 5,000稚魚　 3,000稚魚　25,000201001,150内共第10号丹 生 川

7793,000稚魚　13,000稚魚　 2,000稚魚　47,00040703,700内共第11号

小 国 川 54070内共第12号

7793,000稚魚　13,000稚魚　 2,000稚魚　47,0005801403,700計

2222,000稚魚　47,000稚魚　 5,000稚魚　49,0004080900内共第13号

最 北 中 部 1020内共第14号

2222,000稚魚　47,000稚魚　 5,000稚魚　49,00050100900計

いわな２221143,500稚魚　25,000稚魚　50,00010502002,600内共第15号最 上

343601,500稚魚　16,000稚魚　26,00015100270320内共第16号最上川第八

221,000稚魚　 8,000稚魚　10,0003010030内共第17号

赤 川
3322,000稚魚　45,000成魚　　 500稚魚　50,00020200330内共第18号

3,000内共第19号

23523,0003,000稚魚　53,000成魚　　 500稚魚　60,00050300360計

26482,000稚魚　18,000稚魚　18,000510060内共第20号月 光 川 養

2226800稚魚　 5,000稚魚　 5,0002.61050450内共第21号日 向 荒 瀬

いわな５5553800稚魚　 5,000150内共第22号山 戸

いわな１、やまめ２1222稚魚　 3,000稚魚　 3,000110内共第23号

温 海 町

内 水 面

いわな１、にじます１2222稚魚　 3,000稚魚　 3,00070内共第24号

いわな２、にじます１1323稚魚　 4,000稚魚　 4,00070内共第25号

いわな４、やまめ２、にじます２4767稚魚　10,000稚魚　10,000250計

66稚魚 110,000稚魚　 5,000稚魚　15,0001050800内共第26号小 国 町

こい２、ふな２50010300300内共第27号

作 谷 沢 こい１、ふな１100内共第28号

こい３、ふな３50010300400計

いわな13、やまめ２、こい４、
にじます２、ふな３

326081301,20052,3607,00020,000
稚魚 368,000
成魚　12,600

稚魚  56,500
成魚　13,800

稚魚 426,000
成魚　 4,500

6.61101,8655,5108015,540　 合　 　 計　

　箇所　万粒　 尾キロ
グラム

キロ
グラム

キロ
グラム

キロ
グラム

キロ
グラム

キロ
グラム

　 尾 　 尾 　 尾 　万粒 　箇所 　箇所 　箇所 　箇所　 尾 　万粒
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  公　　　　　告  

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の新設に

関する届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業振興課及び村山総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに寒河江市役所

において平成16年８月９日まで縦覧に供する。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　マックスバリュ高松店

　　寒河江市大字高松字西覚寺274外

２　大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　マックスバリュ東北株式会社　秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号

　　代表取締役　反田　悦生

３　大規模小売店舗の新設をする日

　　平成16年11月30日

４　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　1,743平方メートル

５　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　　駐車場の収容台数　114台

　　　駐輪場の収容台数　55台

　　　荷さばき施設の面積　144.78平方メートル

　　　廃棄物等の保管施設の容量　74.26立方メートル

６　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻　終日営業

　　　来客が駐車場を利用することができる時間帯　終日

　　　駐車場の自動車の出入口の数　３か所

　 　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯　午前６時から午後９時まで

７　届出年月日

　　平成16年３月29日

８　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成16年８月９日までに知事に提出することができ

る。

　　　意見者を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　　　意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　 　意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）附則第５条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関

する変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業振興課及び村山総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに山形市役所に

おいて平成16年８月９日まで縦覧に供する。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ヤマザワ南館店

　　山形市南館四丁目１番１号

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名
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　　株式会社ヤマザワ　山形市あこや町三丁目８番９号

　　代表取締役　山澤　進

３　変更する事項

　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　（変更前）

　　　（変更後）

　 　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　（変更前）　午前９時30分から午後10時30分まで。ただし、年間60日は午前８時30分から午後10時30分まで

　　　（変更後）　午前９時30分から翌日の午前０時30分まで。ただし、年間60日は午前８時30分から翌日の午前

０時30分まで

４　変更年月日

　　平成16年４月１日

５　届出年月日

　　平成16年３月26日

６　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成16年８月９日までに知事に提出することができ

る。

　　　意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　　　意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　 　意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定により山形市から聴取した大規模小売店舗の

周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見の概要は、次のとおりである。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業振興課及び村山総合支庁産業経済部商工労働観光課並びに山形市役所に

おいて平成16年５月９日まで縦覧に供する。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　意見の聴取に係る大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ヨークベニマル大野目店

　　山形市浜崎67番地

２　大規模小売店舗の変更に係る届出の公告を行った日

　　平成15年11月28日

３　意見の概要

　　意見なし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項の規定により、山形県県営住宅の一般公募を次のとおり行う。

　　平成16年４月９日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

 

 

 

　 備　 　 　 考　閉 店 時 刻開 店 時 刻

年間60日は、開店時刻午前９時午後10時午前10時

　 備　 　 　 考　閉 店 時 刻開 店 時 刻

年間60日は、開店時刻午前９時翌日の午前０時午前10時
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(注)　｢収入」とは、入居者（申込者）及び同居親族の過去１年間における所得税法（昭和40年法律第33号）の例 

　　により算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。

　　　同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居親族以外のもの１人につき　380,000円

　　　控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が老人扶養親族である場合には、その老人控

除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき　100,000円

　　　扶養親族が特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族１人につき　200,000円

　　　入居者又は に規定する者に障害者がある場合には、その障害者１人につき　270,000円（その者が特別障害

者である場合には、400,000円）

　　　入居者又は同居親族に老年者がある場合には、その老年者１人につき　500,000円（その者の所得金額が

500,000円未満である場合には、当該所得金額）

　　　入居者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫１人につき　270,000円（その者の所

得金額が270,000円未満である場合には、当該所得金額）

２　入居者の資格

　県営住宅に入居することができる者は、次の から に掲げる条件を具備する者でなければならない。

　　　現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む｡）があること。

　　　その者の収入が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。

　　イ　次のいずれかに該当する場合　268,000円

　　入居者又は同居親族に障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者でその障害の程度

が、次のａ、ｂ又はｃに掲げる障害の種類に応じ、それぞれａ、ｂ又はｃに定める程度のものがある場合

　　　　ａ　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級まで

ｂ　精神障害（知的障害を除く｡）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

　155号）第６条第３項に規定する１級又は２級

　　　　ｃ　知的障害　ｂに規定する精神障害の程度に相当する程度

　　　　　入居者が50歳以上の者であり、かつ、同居親族のいずれもが50歳以上又は18歳未満の者である場合

　　　　　入居者又は同居親族に、次のいずれかに該当する者がある場合

ａ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２の

特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第一款症であるもの

ｂ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生大

臣の認定を受けている者

　　　　ｃ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者

　　ロ　イに掲げる場合以外の場合　200,000円

　　　現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

３　選考方法

　　募集の区分欄に「特定目的用（身障者用)」とあるのは、身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「特定目的用（高齢・身障者用)」とあるのは、高齢者世帯及び身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「一般用」とあるのは、心身障害者世帯、高齢者世帯、母子世帯、生活保護世帯又は多子世帯

　で一定の要件に該当する世帯の当選確率を優遇して公開抽選とする。

４　申込期間及び方法

　　申込期間　　平成16年４月12日（月）から４月19日（月）まで（ただし、郵送の場合は、平成16年４月19日（月）

までの消印のあるものに限り有効とする｡)

　 込用紙の請求先及び申込書の提出先　　山形県すまい情報センター（最上事務所）

５　入居の時期　　平成16年５月中旬
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